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東京都耐震改修促進計画と取組

東京都都市整備局 耐震化推進担当 小林秀行 22

本日の内容本日の内容

Ⅰ 地震被害

Ⅱ 東京の被害想定と現状

Ⅲ 東京都の計画

Ⅳ 東京都の取組

33

6,437人144,274棟104,906棟７．３

死者・行方不明者建物半壊数建物全壊数ﾏｸﾞﾈﾁｭｰﾄﾞ

ⅠⅠ 地震被害地震被害
阪神阪神・・淡路淡路大震災大震災（平成（平成77年年11月月1717日）日）の被害の被害

旧耐震の

RC造の被害率
大破・倒壊

２４％

死者の約死者の約9090％％
がが家屋の倒壊家屋の倒壊
によるによる圧死圧死

44

現在現在
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55

市街地の状況市街地の状況

66

今後３０年間今後３０年間に南関東で大地震が発生に南関東で大地震が発生

する確率はする確率は約７０％約７０％（平成１（平成１66年政府地震調査委員年政府地震調査委員

４分の１４分の１の建物の建物は震災時には震災時に倒壊倒壊のおそれのおそれ

Ⅱ 東京の被害想定

■耐震設計基準■耐震設計基準
１９５０年 建築基準法制定
１９８１年 建築基準法改正（新耐震基準）
１９９５年 阪神・淡路大震災

耐震改修促進法制定

77

６５人１３，７９２棟３，１７５棟６．８

死者・行方不明者建物半壊数建物全壊数ﾏｸﾞﾈﾁｭｰﾄﾞ

新潟県中越地震新潟県中越地震（平成（平成1616年年1010月月2323日）日）

88

大国公園付近大国公園付近
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延焼状況延焼状況

1010

【【被害想定被害想定】】

約5,.600約347,000約127,0007.3
被害想定(東京都防災会議）

東京湾北部地震

多摩直下地震
約3,400約303,000約52,0007.3

被害想定(東京都防災会議）

新潟県中越地震
6513,7923,1756.8

平成16年10月23日

阪神・淡路大震災
6,437144,274104,9067.3

平成7年1月17日

関東大震災
142,807126,233128,2667.9

大正12年9月1日

（人）（棟）（棟）

死者・
行方不明者数

建物半壊数建物全壊数ﾏｸﾞﾈﾁｭｰﾄﾞ

1111

耐震改修促進法の改正（耐震改修促進法の改正（20062006年年11月）月）
○国民の努力義務
○国による基本方針
○地方公共団体による耐震改修促進計画

〔〔改正後改正後〕〕

住宅 事務所、賃貸マンション等

病院、百貨店、ホテル等
〔追加〕

学校、老人ホーム等

耐震改修計画
の認定

〔認定対象の拡充〕

耐震以外は
既存不適格
のままでも可

指導・助言

指示、報告徴収、立入検査
＋公表

道路を
閉塞させる
住宅等

指導、助言

〔追加〕

Ⅲ 東京都の計画

1212

目的・位置づけ目的・位置づけ
地震により想定される被害の半減を地震により想定される被害の半減を目指し、目指し、

建築物の耐震化を促進建築物の耐震化を促進

区市町村が策定する耐震改修促進計画の指針区市町村が策定する耐震改修促進計画の指針

東京都耐震改修促進計画東京都耐震改修促進計画
（（200200７年７年33月策定）月策定）

新耐震基準新耐震基準 （昭和（昭和5656年６月１日施行）以前に年６月１日施行）以前に
建築された住宅・建築物建築された住宅・建築物

対象建築物対象建築物
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■■耐震化の目標耐震化の目標

１００％７２．８％小中学校

１００％緊急輸送道路沿道の建築物

１００％７８．０％防災上重要な公共建築物
（消防署･警察署等）

９０％
１００％

７６．７％
７７．６％

民間特定建築物
百貨店･ホテル･劇場等不特定多数が
利用する建築物

９０％７６．３％住宅（一戸建住宅、マンション）

H27年度目標H17年度末
耐震化率等建 築 物 の 種 類

■計画期間 平成18年度～27年度の10年間

耐震改修促進計画耐震改修促進計画

1414

耐震化の目標の達成に必要な住宅の数耐震化の目標の達成に必要な住宅の数

0

１００万戸

２００万戸

３００万戸

４００万戸

５００万戸

６００万戸

７００万戸

Ｈ17年度末 Ｈ27年度
（自然更新）

Ｈ27年度
（目標）

戸

数

目標を達成

するために耐

震化を図る必

要がある住宅

戸数
耐震性あり
517万戸
（84.4%）

耐震性あり
517万戸
（84.4%）

耐震性あり
425万戸
（76.3%）

耐震性不十分

95万戸
耐震性不十分
132万戸

耐震性不十分

61万戸

目標
90%

34万戸（5.6%）

1515

■民間建築物の耐震化促進のための取組■民間建築物の耐震化促進のための取組

１１ 建物所有者の費用負担の軽減等建物所有者の費用負担の軽減等

２２ 耐震化に取り組みやすい環境整備耐震化に取り組みやすい環境整備

３３ 意識啓発・気運の醸成意識啓発・気運の醸成

ⅣⅣ 東京都の取組東京都の取組

1616

１１ 木造住宅密集地域の住宅木造住宅密集地域の住宅の助成の助成

２２ マンションマンションの助成の助成

３３ 緊急輸送道路沿道建築物緊急輸送道路沿道建築物の助成の助成 等等

１１ 建物所有者の費用負担の軽減等建物所有者の費用負担の軽減等
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耐震改修工事までの流れ耐震改修工事までの流れ

耐震診断とは耐震診断とは
建築士等が設計図や目視建築士等が設計図や目視
等で、壁の強さ、バランス、接等で、壁の強さ、バランス、接
合部の状況、劣化状況等を合部の状況、劣化状況等を
調査し、耐震改修の要否を判調査し、耐震改修の要否を判
定することや、耐震改修後の定することや、耐震改修後の
耐震性について確認すること耐震性について確認すること

耐震診断

耐震改修設計

耐震改修工事

1818

耐震診断
費用の１/６かつ 2．5万円を限度に助成
【一部助成の場合】

（負担割合) 1/3 1/3 1/6 1/6
（金 額) 5        5 2.5 2.5万円

耐震改修
・ 前面道路の幅員が６ｍ以内
１棟当たりの改修費用を150万円と見込む

（負担割合) 1/2 4.5/20     5.5/40
（金 額) 7 5 33 21 21万円

自己負担 国 区都

自己負担 国 区都

■木造住宅の助成（整備地域）

1919

マンションの助成マンションの助成

耐震診断耐震診断
事業費の事業費の1/61/6、区市補助の、区市補助の1/41/4以内以内

耐震改修耐震改修
工事費の工事費の23%23%のの1/41/4～～1/61/6、かつ、、かつ、
区市補助の区市補助の1/41/4以内、以内、12.512.5万円万円//戸戸

自己負担 国 区都

（負担割合) 1/3 1/3 1/6 1/6

区市

2020

防災ベッド防災ベッド耐震シェルター耐震シェルター

２１万円２５万円
(設置期間2日）

■地震による住宅倒壊から■地震による住宅倒壊から

高齢者等の命を守る助成高齢者等の命を守る助成
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緊急輸送道路緊急輸送道路 総延長１，９７０ｋｍ総延長１，９７０ｋｍ

緊急輸送道路沿道建物の助成

2222

対象建築物

道路中心まで
の水平距離

45°

高さ

網掛範囲に入る部分
のある建物が対象

緊急輸送道路沿道建物の助成

2323

耐震化への支援税制耐震化への支援税制

住宅住宅
所得税の控除所得税の控除 費用の１０％（費用の１０％（2020万円を万円を
上限）上限）

都市計画税・固定資産税の免除都市計画税・固定資産税の免除

事業用建物事業用建物

所得税、法人税所得税、法人税 工事費用の１０％の特別工事費用の１０％の特別
償却償却

2424

２２ 耐震化に取り組みやすい環境整備耐震化に取り組みやすい環境整備

○木造住宅のための安価で○木造住宅のための安価で
信頼できる信頼できる耐震改修工法耐震改修工法
・装置・装置の紹介の紹介

アルミニウム合金製アルミニウム合金製 耐震枠耐震枠

昭和40年築 Iｗ0.53→1.0
１７０万円 ２日間

・特殊パネルと金物で壁を補強
・天井や床を壊さずに室内から取り付け

昭和３５年築 Iw０.６８→１.０６
５４万円 約５日

耐震パネル等よる補強
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○○ビル等のビル等の耐震改修事例の耐震改修事例の紹介紹介

改修工法（免震装置） 改修事例（外付けブレース）

2626

●耐震キャンペーン等広報活動の実施●耐震キャンペーン等広報活動の実施

木造住宅耐震相談会 耐震フォーラム 電車広告

●耐震化推進都民会議●耐震化推進都民会議
の設置の設置

３３ 意識啓発・気運の醸成意識啓発・気運の醸成

2727

耐震化耐震化DVDDVD
①普及啓発編①普及啓発編
②木造住宅編②木造住宅編
③マンション編③マンション編

○相談体制の整備○相談体制の整備

・信頼できる技術者がいる・信頼できる技術者がいる

建築士事務所を建築士事務所を

「木造住宅「木造住宅

耐震診断事務所」耐震診断事務所」

として登録・公表として登録・公表

（現在（現在234234））

2828

建築物の名称

建築物の所在地

交付年月日

交付番号

この建築物は、耐震診断又は耐震改修の結果、現行の耐震改修促進法に基づく

耐震診断の指針又は建築基準法に基づく耐震基準に適合している建築物です。

東京都

【プレートの様式】

■制度概要■制度概要

○耐震○耐震改修を行った建物に、改修を行った建物に、その旨をその旨を
記載した記載したマークをマークを表示表示

○全国統一マークを使用○全国統一マークを使用

○入口等の○入口等の表示表示でで耐震性耐震性のの確認確認可能可能

○都のホームページで公表○都のホームページで公表

■■対象建築物対象建築物

耐震改修促進法に基づき認定された
計画どおり、工事を実施したことを

東京都が確認した建物

「東京都耐震診断・耐震改修マーク表示制度」「東京都耐震診断・耐震改修マーク表示制度」
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耐震化総合相談窓口耐震化総合相談窓口

耐震化に関する様々な相談に応じる窓口を開設耐震化に関する様々な相談に応じる窓口を開設

（アクセス）
JR、東京メトロ、各私鉄線「渋谷駅」より徒歩５分

(財)東京都防災・建築まちづくりセンター内

電話 03-5778-2790（直通）
住所 渋谷区渋谷1－15－9美竹ビル

５月１１日から

3030

ご清聴
ありがとう
ございました


